
資料　1

諮問資料（業務委託）
令和3年9月7日

1 件　　名 　私債権等管理支援事業の委託に係る措置

税務課（収納推進担当課長）他13課

　類型なし

2 業務の内容

　本業務は、私債権等を管理している課の債権管理支援のための業務委託である。

1 内  容

2 該当者等

　私債権等の所管課（人事課、契約課、総合窓口課、税務課（収納推進担当課
長）、国民健康保険課、生活産業課、高齢者福祉課、障害福祉課、生活福祉課、
西部生活福祉課、子育て支援課、住宅課、庶務課（教育施策推進担当課長）、放
課後対策課）の私債権等管理台帳に登録された債務者(約12,000人）のうち令和3
年度は300件程度、令和4・5年度は各年度1,200件程度

3 委託理由

　令和元年度行政監査結果報告書（債権管理について）において、「私債権等の
所管課は調定額の伸び率よりも収入未済額の伸び率が大きく、早急な対策を取る
べき」との指摘があった。
　あわせて、私債権等を所管する各課の債権管理に関する一連のノウハウが不足
している状況にありながら、これを支援する全庁的な体制がない状況であるとの
指摘に続き、全庁的な債権管理支援体制のあり方を収納対策本部で議論されるこ
とを要望されている。
　平成24年3月会計管理室作成の「私債権等管理マニュアル」を、専門家の助言
を得て各課の現状に応じて活用できるようにすることなどや、研修の実施などの
支援体制を構築することが求められたため。

4 効  果

　該当なし

3 一括承認基準の
　該当の有無

類　　　型 個人情報の項目

　債権管理に関するノウハウを蓄積することで、円滑な債権管理を推進し、収入
未済額の縮減が図れる。

　私債権等を管理している課からの債権管理の相談について、事務局（税務課）
は依頼内容を精査して委託先（法律事務所）へ支援の依頼を行う。委託先（法律
事務所）は、私債権等を管理している課に対して債権管理のための現状分析、債
権回収プランの作成、助言により支援を行う。
　また、債権管理マニュアルの整備の支援、私債権等の管理に関する研修を実施
する。

5 諮問理由 　新規事業であり一括承認基準に該当しないため

6 取り扱う個人情報　別表『6「取り扱う個人情報」の項目』のとおり

4 過去の類似案件
　法律事務所へ委託する特別区民税・都民税の催告・納付相談業務に係る措置（29答申第5
号）

10 契約締結予定日 　業者選定委員会（二次審査）の決定後

7 情報の保護
　別紙1「個人情報特記事項」のとおり
（変更した条項　別表『7「情報の保護」の項目』のとおり）

8 審議する対象範囲

　別紙２「私債権等管理支援事業の業務委託の流れ」のうち、次の範囲である。

　区（私債権等の所管課）と委託事業者（法律事務所）との相談、支援
    ⑥　区（私債権等の所管課）から事業者への相談（個人情報の提供）
    ⑦　事業者（法律事務所）から区へ支援（支援の終了時、個人情報の返還）

9 委託先 　本審議会承認後、プロポーザル方式にて事業者を選定する。

資料１

※下線は、前回からの修正部分



理　　　由

法的措置の記録・強制執行（日付・種類、取立実績）

交渉・催告等の記録 　過去の折衝経過を確認するため

時効完成日

当初債権額

未済額（元金・利息）

現在額（元金・利息）

法的措置の記録・和解名義（種類、債務者送達日）

償還条件・一括償還・償還期日

償還条件・分割償還・第1回償還日

償還条件・分割償還・1回の償還額

償還条件・分割償還・最終償還日

第1回督促状送付日

時効の記録（時効完成日、時効中断理由、新時効完成日）

分納誓約の記録

法的措置の記録・支払督促・訴訟（日付・裁判所名、取下げ（日付・理由））

法的措置の記録・督促異議（日付・理由、裁判所名、口頭弁論期日）

法的措置の記録・判決（日付・判決、仮執行宣言）

法的措置の記録・和解（日付・種類、和解条件）

⑧ 債務者・勤務先

　私債権等の管理及び回収（徴収）についての
相談、支援に必要な情報のため

⑨ 債務者・所得情報

⑩ 債務者・生存・破産等情報

⑪ （連帯）保証人・氏名

⑫ （連帯）保証人・生年月日

⑬ （連帯）保証人・住民票確認

⑭ （連帯）保証人・住所

納入の通知送付日

⑮ （連帯）保証人・電話番号

⑯ （連帯）保証人・勤務先

⑰ （連帯）保証人・所得情報

⑱ （連帯）保証人・生存・破産等情報

⑲ 公・私債権の別

⑳ 時効期間

債権発生日

別表
6 「取り扱う個人情報」の項目

1 区が収集して事業者に提供する情報

（１）私債権等管理台帳

① 債権の名称

　債務者を特定するため

② 整理番号

③ 債務者・氏名

④ 債務者・生年月日

⑤ 債務者・住民票確認

⑥ 債務者・住所

⑦ 債務者・電話番号

（資料１）別表



第2条　取り扱う個人情報の範囲等
　特定される範囲の内容を明らかにした。
  6「取り扱う個人情報」のとおり

第4条  セキュリティ対策の整備義務

　受託業務の電算処理をするために、特別条項を加え、
セキュリティ対策の管理義務を強化した。
　受託業務に従事するのが法令上の守秘義務を負う弁護
士であり、個人情報保護及び情報セキュリティが重要で
あることは当該職務上所与のものとなっていることから
「必要に応じて」を加えた。

変更した条項 変更した理由

⑥ 勤務先（名称、住所、電話番号、職種、給与支払日）

　私債権等の管理及び回収（徴収）についての
相談、支援に必要な情報のため

⑦ 収入状況（収入・支出）

⑧ 負債状況（借入先、借入額、借入目的、月額返済額、残債額）

⑨ 自宅不動産所有状況・賃貸の場合（賃貸契約先名称、
所在地、次回契約更新日、預入敷金額）

⑩ 自宅不動産所有状況・自宅所有の場合（所有者・持分）

⑪ 本人所有の自宅以外不動産（所在地、持分、不動収入
の有無・金額）

⑫ 銀行・信用金庫等口座所有状況（金融機関名、支店
名、口座番号、直近3ヶ月使用実績、備考）

⑬ ゆうちょ銀行口座所有状況（有無）（記号番号、直近
3ヶ月使用実績、備考）

⑭ 任意生命保険等加入状況（加入保険会社名、証券・証
書番号、保険種類、月額支払額）

⑮ 生活状況申立書の記載年月日、債務者等の住所・氏名

7 「情報の保護」の項目

別紙１「特記事項」のうち修正した条項

（２）生活状況申立書

① 氏名

　債務者を特定するため

② 整理番号

③ 住所

④ 家族構成（人数、配偶者の有無、非同居人数）

⑤ 電話番号（自宅電話、携帯電話）



別紙

1．債務者が多い課

相談案件を選定する
選定基準例
A．未収金額（滞納金額）の多い順
B．時効到来までの期間が短い順
C．債務者の生死
D．居住地（区内・都内・都外等）　等

選定基準により類型化される

　紙ベース

　　　　　　　　　　CD等

プランの提示 助言 確認依頼

受託事業者

（法律事務所）

２．債務者が少ない課
　　　類型化するだけの案件数がないため、上記１の相談案件を選定する作業は行わない。
　　　所管課において私債権等管理台帳を確認後、個人情報を紙ベースまたはCD等の形式で提供する。

相談案件を処理依頼するためのフロー図　（類型化）

個人情報の提供

月100件程度が限度のため、各選定基準の中でどれを相談依頼するか、
また、どの選定基準のものを相談依頼するかを所管課、事務局で調整す
る。

債務者（私債権等管理台帳等）

B選定基準

A C D

対象者

私債権等管

理台帳等

債務者ごとの債権

回収プランの作成

プランの実施

債権管

理マニュ

アル実施内容

を反映

マニュアル

によりその

他の案件を

処理する

現時点において相談対象とする

ことが困難あるいは優先順位が

低い案件は、督促・催告・その他

の選定基準を満たすよう、改めて

債権の状況を精査する。

相

談

案

件

の

類

型

化

提供された債務者情報（個人情報）について確認のうえプランを作成

・個人情報の確認・・・生死、破産しているか、保証人がいるか

・時効期限が到来しているか（私債権は時効の援用をしないと残る）

・誰に書面を送付するか、電話するかを決める

（主債務者、保証人、一斉、別々、相続調査）

＊案件を提供したら、プランが出来上がるというものではなく、所管課と受託事業者との間で

何度かやり取りをし、手順を踏みながら、プランが出来上がってくるというイメージ。

債権管理マニュア

ルの内容確認

（資料１）別紙　



今回諮問事項

(1)区から受託事業者へ個人情報を提供する際の取扱い

(2)受託事業者から区へ個人情報を返還する際の取扱い

私債権等管理支援事業の業務委託の流れ

区

委託事業者

（法律事務所）

* 必要に応じて
月に数回来庁

別紙２

事務局（税務課）

私債権等の所管課

提供する個人情報の管理

各課の記録媒体管理簿

（豊島区情報セキュリティ対策

基準により規定）

①委託契約の締結

②
照
会

③
依
頼

⑤依頼

⑥相談

（来庁時、電話、メール）

⑧報告

⑦支援

④選定（順位付け

等）、調整

〇個人情報の提供形態：紙、CD-
ROM等
〇内容：相談票（受領書を兼ねる）、

対象者に関する資料

〇授受の方法：鍵付きのケース等

に格納

個人情報の提供（月100件程度）

（支援終了後）個人情報の返還

⑧
報
告

（資料１）別紙２
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私債権等管理支援事業の業務委託の概要 

１．現状と経緯 

（１）令和元年度行政監査結果報告による意見・要望 

平成 30 年度に収入未済又は不納欠損が発生した課（16 課 52 債権）及び区民

部収納推進担当課長、会計管理室会計課を対象に債権管理についての監査が実施

され（令和元年 10 月４日～令和２年１月 21 日）、令和２年３月に令和元年度行

政監査結果報告書（債権管理について）（以下、「報告書」という。）が公表され

た。 

報告書において、「私債権等の滞納整理支援体制の構築について」が、意見・

要望としてあげられた。内容は、別紙、抜粋資料のとおり。 

（２）豊島区収納対策本部への報告 

   上記行政監査結果報告を受け、令和２年度に豊島区収納対策本部の下に私債

権等検討部会を設置し、今後の対策を検討し、私債権等管理支援事業の実施に

ついて収納対策本部に報告を行った。 

  ＜検討経過＞ 

令和２年７月１日 第１回私債権等検討部会開催 

    ７月 30 日  第１回豊島区収納対策本部開催 

令和３年１月 19日 第２回私債権等検討部会開催 

    １月 26 日 第２回豊島区収納対策本部開催 

（３）収入未済額の状況（令和３年５月調査結果、※令和元年度末時点） 

  14 課 44 債権（収入未済額：約７億 2,900 万円、対象人数：約１万 2,000 人） 

２．業務委託の目的及び効果 

令和元年度行政監査結果報告では、各課のノウハウ不足も指摘されており、本支

援事業の実施により、全庁向けに横断的・網羅的に作成され、実務に即していると

は言えない現行の滞納整理マニュアルについて、より私債権等を所管する各課の

実情に即した債権管理マニュアルとして整備すること、及び債権ごとの債務者の

傾向に即したアドバイス等による全庁的な債権管理支援体制を構築することを目

的とする。 

（１）債権の適切な管理による収入未済額の圧縮、収入未済対象者数の縮小 

（２）債権管理マニュアルの整備及び課としての主体的・継続的な取組の実現 

（３）債権管理に係るノウハウ不足（財産調査、法的措置等）の解消 

（４）債務者の類型化の実施等による事案完結に向けた早期の取組の開始 

参考資料 

（資料１）参考資料　
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３．業務委託の内容 

私債権等の所管課における債権管理の実施に対して、委託先（法律事務所）が次

のとおり支援を実施する。

（１）所管課へのヒアリング（課題の明確化）

（２）所管課の債権管理マニュアル作成へのアドバイス

（３）全庁への共通的研修の実施

（４）相談や債権回収プラン作成等の個別対応（財産調査、訴えの提起、または債権

放棄の準備）

＜業務委託の全体イメージ図＞

４．予算（令和３年度新規事業）  

（１）令和３年度： 4,620千円
（２）令和４～５年度（見込）： 各年度 9,240千円
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私債権等管理支援事業の業務委託に係る個人情報の提供について 

１ 業務目的と委託理由及び内容 

私債権等の収入未済額が増加しており、負担の公平及び債権管理の合理化・能率化の

両立を図るためにも、早急な対策を取ることが求められている。 

公正・公平性と合理的効率性を両立しての債権回収には専門的なノウハウの蓄積が

必要であるため、令和３～５年度に限り、債権管理のための現状分析、債権回収プラン

の作成等による支援を法律事務所に委託し、全庁的な債権管理支援体制を構築する。 

なお、本事業においては、私債権等の滞納者は生活保護受給者等生活困窮者も多いこ

とから、個々の債務者の生活状況に十分配慮しながら適正に債権放棄を行っていく一

方、真に悪質な滞納状況と認めた場合の適切な対応等、改めて今後の債権管理が適正・

合理的かつ公平なものへと向上に資するべく実施していく。 

２ 第２回 諮問 18号の主な質疑 
質問 回答及び補足説明 

１ 受託事業者（法律事務所）への

相談では、氏名・住所等を出さ

ず、A,B と記号化して相談でき

ないか。氏名、住所等の提供が

必要なケースはどういうもの

か？ 

○前回の審議会では、始めに複数の類似した案件

を一つに類型化し、氏名・住所等の個人情報は提

供しないことを考え、説明した。（別表参照） 

○改めて制度検討に向け相談をしている法律事務

所に確認したところ、氏名・住所等を記号化した

場合、次の点が課題となるとの示唆を得た。 

①記号化のミス及び対象者の取り違えのリスク

が区及び受託事業者双方にあること 

②受託事業者にとって、記号化された書類等を

見ただけでは、その相談対象者の進捗状況が

具体的かつ正確に確認できないため、アドバ

イス等も具体的に伝えにくいこと 

③今後、債権放棄など具体的な処分を行ってい

くにあたっては、本人及び保証人の収入、支

出、資産、負債の状況を総合的に加味した上

での判断となり、その相談、支援には個人情

報の提供が不可欠となる。 

こうしたことから、委託目的を実現するためには

氏名・住所等の情報を提供する必要性があると考

える。 

○また、前述と表裏のこととなるが、氏名・住所

等が記号化されていたとしても、利益相反行為に

あたる可能性がある限り、相談に対する具体的な

回答は得られないことを確認した。 

○こうしたことから、前回の審議会における説明

を撤回させていただきたいと考えている。受託事

業者への相談・検討対象とする案件については、

当初の段階から氏名・住所等を含んだ情報を提供

する必要がある。（令和３年度 300 件程度、令和

４・５年度は各年度 1,200 件程度） 

２ 相談案件の類型化について 別紙参照 

第 3 回保護審資料　　　　（資料１）
 第３回保護審資料　
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○債務者の多い課は、すべての債務者を相談案件と

して依頼ができないため、債務者の状況に応じて優

先順位を付けること（今後の区職員による債権管理

の判断基準を構築するための類型化の実施）が必要

となる。 

▽その際の類型化の基準として現時点で想定して

いる候補項目：未収金額（滞納残額）、時効到来

までの期間、債務者の生死、在住地（区内・都内・

都外等）、等。 

○債務者の少ない課については、本委託に向けて必

ずしも類型化を実施しない（類型化するだけの案件

数がないため）で私債権等管理台帳等を基に個別対

応（相談）を実施する。 

３ 弁護士に相談するときは、利益

相反行為とならないよう、氏名

等の個人情報を提供する必要

があるのではないか？ 

上記１のとおり、弁護士法第 25 条等の規定に該当

しないかの確認のため必要。相手方を特定するた

め、氏名・住所等の個人情報が必要となる。 

３ 事業者に提供する個人情報（諮問資料の別紙６「取り扱う個人情報」の項目） 

（１）私債権等管理台帳 

（２）生活状況申立書 

※前回の審議会では、類型化により個人情報を扱わない形で実施させていただくと説

明したが、あらためて検討した結果、上記２－１に記載のとおり、検討過程における

錯誤等を防止する必要性、利益相反行為を回避する必要性から、「氏名・住所等を含

む個人情報の提供」が必要であることが判明した。 

※個人情報の提供は、現時点の全庁の滞納者約 12,000 人のうち、債権回収プランの作

成・相談・検討対象とする等を行う一部の滞納案件（令和３年度は 300 件程度、令和

４・５年度は各年度 1,200 件程度）については必要である。 

４ 個人情報を必要とする理由 

（１）記号化のミス及び対象者の取り違えのリスクが区及び受託事業者双方にある 

こと

（２）受託事業者にとって、記号化された書類等を見ただけでは、その相談対象者の進

捗状況が具体的かつ正確に確認できないこと 

（３）債権放棄等を行うためには調査等の事実を積み上げていく必要があるため、当初

から債務者の個人情報が必要。 

（４）利益相反行為（弁護士法第 25条、弁護士職務基本規程第 27条、同第 28 条に「職

務を行い得ない事件」として規定）に該当しないかの確認のため必要。 

５ 個人情報の取扱い 

紙又は CD-ROM 等の形態で、相談票（受領書を兼ねる）と共に鍵付きのケース等に格

納し、事務局（税務課）の事務室内で受託事業者（法律事務所）に所管課職員が手渡し

で行う。また個人情報の返還についても、支援終了後、同様の方法で事務局（税務課）

の事務室内で行う。 



別表　　前回審議会で説明した類型化のイメージ

※延滞金は令和３年３月９日現在の金額。

1 Ａ 47 区内 返戻なし ｘ 通話可能 Ａ－１ a-1 区内 未送達 ｘ-1 昭和51年３月 150,000円 90,000円 有 有 昭和56年3月 令和1年12月
令和６年12
月

年４回の少額分納（5000円）誓約だが１年以上納付
実績なし

2 Ｂ 63 区外 返戻あり ｙ 不通 Ｂ－１ ｂ-1 区外 返戻なし ｙ-1 昭和63年12月 210,000円 80,000円 有 有 平成6年12月
平成30年１2
月

令和5年12月
年１回10,000円の分割納付制約だが区外転出後、2年
以上納付実績なし、催告書の戻り無し

3 Ｃ 25 死亡 返戻なし ｚ 通話可能 Ｃ－１ ｃ-1 区外 返戻なし ｚ-1 平成9年9月 130,000円 90,000円 有 有 平成18年9月 令和3年3月 令和8年3月 本人死亡後に妻が分割納付を続けている。

4

5

6

生業資金　債務者の状況

借受人氏名
生年月日
（年齢）

送達状況 電話番号
宛先氏名
（保証人用）

住所1
（保証人用）

送達状況 電話 貸付月 貸付額区内・区外 記録残 利子 延滞金
償還期限
（月）

最新
納付月

時効
完成月

住所１

ａ

ｂ

ｃ

区内・
区外

状態

シートごとに金額で類型化する

指標①

5万円未満、10万円未満、15万
円未満等に区分する

シートごとに時効までの期間

で類型化する指標②

2年以内、5年以内、7年以内、
9年以上等に区分する

債務者本人の死亡等の

事由により、類型化する

ことも検討案の一つ

区外転出や電話不通等の事由により、

類型化するのも検討案の一つ
高齢者への配慮等のため、

年齢情報の記載も検討案

の一つ

現在は同居家族等の記載は予定して

いないが、「子育て支援課」等の債権に

ついては同居家族の校正なども検討案

の一つ

1 2021/9/7

（
資
料
１
）

 
参
考
資
料



（資料１）参考資料



























































諮問資料（特定個人情報 業務委託）
令和3年9月7日

総合窓口課

1 件　　名 マイナンバーカード申請サポート窓口業務委託に係る措置

なし

2 業務の内容

本業務は個人番号カード（以下「マイナンバーカード」という。）申請時において、写真撮影
や申請書記入補助等の業務を委託するものである。

1 内  容

マイナンバーカードの交付申請を希望するものの、ご自身での申請が困難な方の
ために、必要書類（マイナンバーカード交付申請書等）の点検・写真撮影・申請
書への記入補助等のサポートを行う。なお、マイナンバーカード交付申請書の発
行については区が行う。

2 該当者等 マイナンバーカードの交付申請を希望する区民

3 委託理由

総務省より各自治体に向けてマイナンバーカードの取得促進の取組強化が要請さ
れているが、近年の申請・交付件数の増加による業務量の増大のため区職員のみ
による申請サポート窓口業務の実施が困難である。
なお、当該委託費用は国庫補助対象であり、業務委託する方がコスト面でも効率
的であり、民間事業者のサービスやノウハウを活用し、より質の高い区民サービ
スを提供することができる。

4 効  果

なし

3 一括承認基準の
　該当の有無

類　　　型 特定個人情報の項目

マイナンバーカードの交付申請を希望する方に申請サポートを行うことで、さら
なるカードの普及促進を図ることができる。

5 諮問理由 新たな業務の委託のため

6 取り扱う特定個
人情報

　別表『6「取り扱う個人情報」の項目』のとおり

4 過去の類似案件 該当なし

10 契約締結予定日 本審議会承認後とする。

7 情報の保護
　別紙1「特記事項」のとおり
（変更した条項　別表『7「情報の保護」の項目』のとおり）

8 審議する対象範囲
別紙２「流れ図」のうち、次の範囲である。
（1）写真撮影における特定個人情報等（顔写真）の取り扱い
（2）申請書記入補助における特定個人情報等内容確認の取り扱い

9 委託先 本審議会承認後、一般競争入札方式にて事業者を選定する。

資料２



変更した条項 変更した理由

第2条　取り扱う個人情報の範囲等

　受託業務の処理のために収集する次の個人情報の内容
を明らかにした。

  6「取り扱う個人情報」のとおり

⑦ 顔写真
申請書に張り付ける写真を撮影し、
データを印刷する必要があるため

7 「情報の保護」の項目

別紙１「特記事項」のうち修正した条項

別表
6 「取り扱う個人情報」の項目

1 事業者が必要に応じて収集する情報 理　　　由

① 氏名

利用者に記入いただく個人情報であり、
記入漏れがないか目視で確認が必要であるため

② 住所

③ 性別

④ 電話番号

⑤ 生年月日

⑥ 個人番号（マイナンバー）

（資料２）別表
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別紙１ 

特定個人情報等 特記事項 

（基本的責務） 

第１条 個人番号利用事務又は個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者（以下

「乙」という。）は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成２５年法律第２７号以下「番号法」という。）に基づく個人番号及び特定個

人情報（以下「特定個人情報等」という。）の保護に関する豊島区（以下「甲」という。）

の施策に協力するとともに、特定個人情報等の保護の重要性を認識し、受託業務の処理に

当たって特定個人情報等を取り扱うときは、個人の権利利益を害することのないよう最

大限配慮し、本特定個人情報等特記事項を遵守しなければならない。 

（取り扱う特定個人情報等の範囲等） 

第２条 乙は、受託業務の処理に当たっては、受託業務の処理のために収集する次の特定

個人情報等に限り取り扱うことができるものとし、当該特定個人情報等以外の個人情

報の収集、保有、使用その他の取扱いをしてはならない。 

(1)  氏名 

  (2)  住所 

    (3) 性別 

    (4) 電話番号 

    (5) 生年月日 

    (6) 個人番号 

(7) 顔写真  

(8) その他受託業務の処理のために必要となる個人情報で、収集に当たって事前に甲

と協議し、甲の承認を得たもの 

（受託業務に従事する者の秘密保持の義務） 

第３条 受託業務に従事している者又は従事していた者は、受託業務に関して知り得た特

定個人情報等を漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。受託業務終了後も

同様とする。 

（セキュリティ対策の整備義務） 

第４条 乙は、取り扱う特定個人情報等の安全確保を図るための管理体制を整備しなけれ

ばならない。 

２ 乙は、受託業務に従事している者に対して、特定個人情報等の保護及び情報セキュリ

（資料２）別紙１
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ティに関する研修又は教育を実施しなければならない。 

（目的外利用の禁止） 

第５条 乙は、第２条第１項各号に掲げる特定個人情報等（以下「取り扱う特定個人情報等」

という。）を受託業務の目的以外の目的に利用してはならない。 

（外部提供の禁止） 

第６条 乙は、取り扱う特定個人情報等を第三者に提供してはならない。 

（再委託の禁止） 

第７条 乙は、受託業務の処理を第三者に再委託してはならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第８条 乙は、取り扱う特定個人情報等を複写又は複製してはならない。

（持ち出しの禁止） 

第９条 乙は、取り扱う特定個人情報等を事業所内から持ち出しをしてはならない。 

（資料等の返還義務） 

第１０条 乙は、受託業務が終了したときは、取り扱う特定個人情報等が記録された資料等

を、速やかに、甲に返還しなければならない。 

（特定個人情報等の取扱状況の報告） 

第１１条 乙は、契約履行中において、特定個人情報等の取扱い遵守状況について「特定個

人情報等特記事項の遵守に関する報告書」により甲に報告しなければならない。 

（監督に応じる義務） 

第１２条 甲は、委託業務の処理において、取り扱う特定個人情報等の安全管理が図られる

よう、乙に対する必要かつ適切な監督を行うものとし、乙はこれに応じなければならない。 

（施設等の立入検査又は実地調査に応じる義務） 

第１３条 甲は、特定個人情報等の保護のため必要があるときは、委託業務を処理する施設

等の立入検査及び実地調査を行うことができるものとし、乙はこれに応じなければなら

ない。 

（監査に応じる義務） 
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第１４条 甲は、委託業務の処理に関し、必要に応じて監査を行うことができるものとし、

乙はこれに応じなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第１５条 乙は、本委託業務に関し特定個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、そ

の事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる特定個

人情報等の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を報告し、甲の指示に従わなければ

ならない。 

２ 乙は、特定個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との  

 連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するため

に、緊急時対応計画を定めなければならない。 

３ 甲は、本委託業務に関し特定個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応

じて当該事故に関する情報を公表することができる。 

（契約解除） 

第１６条 第２条から前条までの規定に違反する行為があったときは、甲は契約を解除す

ることができる。 

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、

その損害の賠償を請求することはできない。 

（損害賠償） 

第１７条 第２条から第１５条までの規定に違反する行為によって、甲が損害を受けたと

きは、乙はその損害を賠償しなければならない。受託業務が終了した後も同様とする。 

（罰則） 

第１８条 個人番号利用事務又は個人番号関係事務に従事する者又は従事していた者が、

正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録さ

れた特定個人情報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファ

イルを含む。）を提供したときは、番号法第４８条の規定に基づき、４年以下の懲役若し

くは２００万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

第１９条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三

者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、番号法第４９条の規定に基づ

き、３年以下の懲役若しくは１５０万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

第２０条 情報提供等事務（番号法第１９条第７号の規定による特定個人情報の提供の求 
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め又は提供に関する事務をいう。）に従事する者又は従事していた者が、その業務に関し 

て知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、番号法第５０条の規定 

に基づき、３年以下の懲役若しくは１５０万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。



審議する対象範囲

来庁

※ID付き交付申請書…WEBサイト申請用のID（23桁）およびスマートフォン申請用のQRコードが記載されており、郵送申請
の際もマイナンバーの記載は不要。
平成27年度に一斉送付され、令和2年12月～令和3年3月にも75歳以上を除く未申請者に再送付された。

マイナンバーカード申請サポート窓口業務委託の流れ

（１）写真撮影における特定個人情報等（顔写真）の取り扱い
（２）申請書記入補助における特定個人情報等内容確認の取り扱い

区民 豊島区 業務委託

【パターンⅠ】

ID付き交付申請書(※)持参

（１）写真撮影

※区保有のカメラで撮影

写真出力後、データ削除
（区職員はデータが削除

されていることを確認する）

【パターンⅡ】

ID付き交付申請書なし
マイナンバー不明

ID付き交付申請書発行
※発行後はパターンⅠへ

【パターンⅢ】

ID付き交付申請書なし
マイナンバーあり

（２）申請書記入補助

・写真の貼り付け

・記入漏れチェック

※パターンⅢは手書用申

請書にマイナンバーの記

入が必要

（パターンⅠはマイナン

バーの記入無し）

郵便ポスト投函

（申請完了）

手書用

申請書

交付

代筆希望の場合は

区職員対応

別紙2（資料２）
　別紙２



マイナンバーカードの申請から交付までの流れ

①カード申請
（申請書記入・顔写真貼付）

②カード郵送

区民
マイナンバーカード申請

地方公共団体情報
システム機構（J-Lis）
マイナンバーカード作成

区
マイナンバーカード交付

③お知らせ送付

④区役所にて受取
（申請から交付まで
約1ヶ月半～2ヶ月）

区がサポート
実施！

参考資料

（資料２）



2 業務の概要

1 内　容
児童扶養手当受給者の個人情報の提供を受け、児童扶養手当受給者に対し
て、としま子ども若者応援基金を活用した食料支援の案内及び支援を行う。

2 対象者等

4 収集方法 子育て支援課が保有する児童扶養手当受給者のリストの提供を受ける。

児童扶養手当受給者、推定約1,100世帯。

3 収集先 子育て支援課

諮問資料（目的外利用）
令和3年9月7日

児童扶養手当受給世帯に、早期かつ漏れなく支援を提供するため。

3 一括承認基準の該当
　の有無

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

該当なし 該当なし

5 理　由

該当なし

子育て支援課

1 件　　名
「としま子ども若者応援基金」を活用したひとり親家庭への食糧支援事業に係る児童扶養手
当受給者の個人情報の目的外利用

7 目的外利用する時期
　及び期間

本審議会承認後、１１月から利用開始できるように作業を実施する。

4 過去の類似案件
医療・福祉支援寄附金を活用したひとり親家庭支援事業に係る児童扶養手当受給者の個人情
報の目的外利用（令和2年7月31日）

5 諮問理由 一括承認基準の範囲に児童扶養手当受給者情報が含まれないため。

6 取り扱う個人情報

利用するもの 理　　　由

児童扶養手当受給者情報
(氏名、住所)

対象者に支援を案内・提供するため

児童扶養手当受給世帯の児童情報
(氏名、生年月日）

対象者に支援を案内・提供するため

資料３



10 契約締結予定日 本審議会承認後、10月末ごろとする。

7 情報の保護
　別紙1「特記事項」のとおり
（変更した条項　別表『7「情報の保護」の項目』のとおり）

8 審議する対象範囲

別紙２の流れ図のうち、次の範囲である。

（１）受託者が希望者への支援提供に必要な個人情報を収集する際の取扱い
（２）受託者が収集した個人情報を区に返還する際の取扱い

9 委託先 NPO法人　豊島子どもWAKUWAKUネットワーク

5 諮問理由 一括承認基準に該当しないため。

6 取り扱う個人情報 別表『6「取り扱う個人情報」の項目』のとおり

4 過去の類似案件 医療・福祉支援寄附金を活用したひとり親家庭支援事業の委託に係る措置（令和2年7月31日）

類型なし

2 業務の内容

本事業は、児童扶養手当受給中の全てのひとり親世帯を対象とした食料支援を民間団体に委託
し実施するものである。

1 内  容

としま子ども若者応援基金を活用し、児童扶養手当受給世帯(推定約1100世帯)へ
の食料支援を委託により実施する。別紙２「としま子ども若者応援基金を活用し
たひとり親家庭への食糧支援事業委託の流れ」のとおり。
委託内容は、
・支援事業を希望する者からの申込書の受領
・区指定場所での配布または郵送等による申込者への支援物資の提供

2 該当者等 児童扶養手当受給者、推定約1,100世帯。

3 委託理由

新型コロナウィルス感染症に伴う影響により、ひとり親世帯は依然として経済的
に厳しい状況にあるため、早期に本事業を実施する必要性がある。既にひとり親
家庭支援の経験及びノウハウのある事業者を活用し、業務委託をすることで、迅
速かつ質の高い支援の提供が可能となるため。

4 効  果

該当なし

3 一括承認基準の
　該当の有無

類　　　型 個人情報の項目

経済面、精神面での負担が重い、ひとり親家庭の負担軽減につながる。

諮問資料（業務委託）
令和3年9月7日

子育て支援課

1 件　　名 としま子ども若者応援基金を活用したひとり親家庭への食糧支援事業の委託に係る措置

資料４



別表
6 「取り扱う個人情報」の項目

③　電話番号

⑤　その他受託業務の処理のために必要となる
個人情報で、収集に当たって事前に甲と協議
し、甲の承認を得たもの

　支援を提供するために必須であるため
④　家族構成

①　氏名

②　住所

1 事業者が収集する情報 理　　　由

7 「情報の保護」の項目

別紙１「特記事項」のうち修正した条項

第9条　持ち出しの制限
　業務処理上、必要であると認められるため、ただし書
の規定を設けて、持ち出しを「禁止」から 「制限」とし
た。

変更した条項 変更した理由

第2条　取り扱う個人情報の範囲等
 （1）受託業務の処理のために甲から提供される
     次の個人情報
 （2）受託業務の処理のために収集する次の個人
　　 情報

　特定される範囲の内容を明らかにした。

  6「取り扱う個人情報」のとおり

（資料４）別表



1 

別紙１ 

個人情報 特記事項 

（基本的責務） 

第１条 としま子ども若者応援基金を活用したひとり親家庭への食糧支援事業委託の受託

事業者（以下「乙」という。）は、個人情報の保護に関する豊島区（以下「甲」という。）

の施策に協力するとともに、個人情報の保護の重要性を認識し、受託業務の処理に当た

って個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を害することのないよう最大限配慮し、

本個人情報特記事項を遵守しなければならない。 

（取り扱う個人情報の範囲等） 

第２条 乙は、受託業務の処理に当たっては、受託業務の処理のために収集する次の個人

情報に限り取り扱うことができるものとし、当該個人情報以外の個人情報の収集、保有、

使用その他の取扱いをしてはならない。 

  （１） 氏名 

  （２） 住所 

  （３） 電話番号 

  （４） 家族構成 

  （５） その他受託業務の処理のために必要となる個人情報で、収集に当たって事前

に甲と協議し、甲の承認を得たもの 

２ 乙は、受託業務に係る個人情報を取り扱う作業責任者及び作業従事者の氏名を、あら 

かじめ甲に報告しなくてはならない。変更するときも、同様とする。 

（受託業務に従事する者の義務） 

第３条 受託業務に従事している者又は従事していた者は、受託業務に関して知り得た個

人情報を漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。受託業務終了後も同様

とする。 

（セキュリティ対策の整備義務） 

第４条 乙は、取り扱う個人情報の安全確保を図るための管理体制を整備しなければなら

ない。 

２ 乙は、受託業務に従事している者に対して、個人情報保護及び情報セキュリティに関

する研修又は教育を実施しなければならない。 

（目的外利用の禁止） 

第５条 乙は、第２条第１項各号に掲げる個人情報（以下「取り扱う個人情報」という。）

を受託業務の目的以外の目的で利用してはならない。 

（資料４）別紙１
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（外部提供の禁止） 

第６条 乙は、取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。 

（再委託の禁止） 

第７条 乙は、受託業務の処理を第三者に再委託してはならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第８条 乙は、取り扱う個人情報を複写又は複製してはならない。 

（持ち出しの制限） 

第９条 乙は、取り扱う個人情報を事業所内から持ち出しをしてはならない。ただし、受

託業務の処理上必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、こ

の限りではない。この場合は、持ち出し記録（持ち出し事由・日時・返却日時・担当

者等）を作成し、保管場所の確認を行わなければならない。 

（資料等の返還義務） 

第１０条 乙は、受託業務が終了したときは、取り扱う個人情報が記録された資料等を、 

速やかに、甲に返還しなければならない。 

（個人情報の取扱状況の報告） 

第１１条 乙は、契約履行中において、個人情報の取扱いの遵守状況について「個人情報

特記事項の遵守に関する報告書」により甲に報告しなければならない。 

（監督に応じる義務） 

第１２条 甲は、委託業務の処理において、取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、

乙に対する必要かつ適切な監督を行うものとし、乙はこれに応じなければならない。 

（施設等の立入検査又は調査に応じる義務） 

第１３条 甲は、個人情報の保護のため必要があるときは、委託業務を処理する施設等の

立入検査及び調査を行うことができるものとし、乙はこれに応じなければならない。 

（監査に応じる義務） 

第１４条 甲は、委託業務の処理に関し、必要に応じて監査を行うことができるものとし、

乙はこれに応じなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第１５条 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事
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故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報

の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を報告し、甲の指示に従わなければならな

い。 

２ 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、

証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、

緊急時対応計画を定めなければならない。 

３ 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて

当該事故に関する情報を公表することができる。 

（契約解除） 

第１６条 第２条から前条までの規定に違反する行為があったときは、甲は契約を解除す

ることができる。 

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、

その損害の賠償を請求することはできない。 

（損害賠償） 

第１７条 第２条から第１５条までの規定に違反する行為によって、甲が損害を受けたと

きは、乙はその損害を賠償しなければならない。受託業務が終了した後も同様とする。 

（罰則） 

第１８条 正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された豊島区個人情報

等の保護に関する条例（平成１２年豊島区条例第３号。以下｢条例｣という。）第２条第１

項第４号アに係る個人情報ファイルを提供したときは、条例第４６条又は第４８条の規

定に基づき、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。 

(1) 受託業務に従事している者又は従事していた者  

２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金 

(2) 業務を受託した法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含

む。以下同じ。）又は人  

１００万円以下の罰金 

第１９条 受託業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を

図る目的で提供し、又は盗用したときは、条例第４７条又は第４８条の規定に基づき、

次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。 

(1) 受託業務に従事している者又は従事していた者 

 １年以下の懲役又は５０万円以下の罰金  

(2) 業務を受託した法人又は人 

 ５０万円以下の罰金 



別紙２

としま子ども若者応援基金を活用したひとり親家庭支援事業委託の流れ

② 事業の案内及び申込書様式を送付

⑨ 個人情報の返還

受

託

事

業

者

受 託

児
童f

扶
養
手
当
受
給
世
帯

子

育

て

支
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⑧ 結果報告

対象者抽出

③ 希望者が申込書を郵送

（１） 個人情報の収集

受託者は、支援対象者が記入した申込書（別表

『6「取り扱う個人情報」の項目』及び支援の受取
希望日時・方法を記入）を郵送により収集する。

④ 区指定場所または郵送による支援の提供

今回の諮問事項

（１）受託者が希望者への支援提供に必要な個人情報を収集する際の取扱い

（２）受託者が収集した個人情報を区に返還する際の取扱い

① 委託契約締結

（２）個人情報の返還

受託者が収集した個人情報を区へ返還する。

⑥ 希望者が申込書を郵送

（１） 個人情報の収集

受託者は、支援対象者が記入した申込書（別表

『6「取り扱う個人情報」の項目』を郵送により収集
する。

⑤ ③で希望がなかった方へ案内の再送

⑦ 郵送等による支援の提供

（資料４）別紙２　



諮問資料（電算処理）

令和3年9月7日

健康推進課

1 件　　名 在宅医療・介護連携のための完全非公開型ＳＮＳの導入のための電算処理

2 業務の概要

1 内　容

新型コロナウイルス感染症陽性者ホテル療養や酸素ステーションで使用さ
れている「完全非公開型医療介護ネットワークシステム（以下「LAVITA」
という。）を用い、新型コロナ自宅療養者の健康状態について健康観察を
委託する地域の医療関係者と情報を共有し、受診調整等を行うための電算
処理を行う。LAVITAを活用することで、新たな電算処理により取り扱う個
人情報の諮問である。

2 対象者等
新型コロナウイルス感染症患者で入院申込中の自宅待機や状態観察が必要
な自宅療養者

3 理　由

新型コロナウイルス感染症患者の健康観察ツールとして、既に東京都等に
おいて活用されているこのシステムは、患者の状況を的確に把握し、往診
や受診調整を即時に行うことができる。区内で入院の自宅待機や自宅療養
となった者の生命を守ることに寄与することとなるため。

3 一括承認基準の
該当の有無

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

類型なし 該当なし

4 過去の類似案件 該当なし

5 諮問理由
本業務は新たな保有個人情報の電算処理（新型コロナウイルス感染症患者等の健康観察業務
委託事業）であるため

6 取り扱う個人情報

電算処理するもの 理　　　由

本システムの利用を承諾した患者の状況等のやり取りで
あり、別表のとおり。

医療関係者と区が情報共有すること
により、自宅待機者、自宅療養者の
区民がより良い医療が受けられるた
め。

7 電算処理する時
期
　及び期間

本審議会承認後とする

資料５



別表

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

取り扱う個人情報

基
本
情
報

　氏名

　生年月日

　年齢

　住所

　電話番号

　家族等の状況

　性別

　医療検査データ

医
療
介
護
情
報

　その他、医療介護関係者の連携に必要となる情報

　基礎疾患

　病状経過

　使用している薬剤

（資料５）別紙



5 理　由

1 件　　名 在宅医療・介護連携のための完全非公開型ＳＮＳの導入のための電子計算機の結合

4 結合方法 区職員…区所有の端末から結合する。

新型コロナウイルス感染症患者で自宅待機や状態観察が必要な自宅療養者

3 相手先
新型コロナウイルス感染症患者等の健康観察業務委託事業者（歯科医師会、
訪問看護ステーション）

7 電子計算機の結合
　する時期及び期間

本審議会承認後とする

4 過去の類似案件 該当なし

5 諮問理由 本業務は新たな個人情報含んだの電子結合の可能性があるため

諮問資料（電子計算機の結合）

令和3年9月7日

新型コロナウイルス感染症患者の健康観察ツールとして、既に東京都、他県
において活用されているこのシステムは、患者の状況を的確に把握すること
ができ、往診や受診調整を即時に行える。区内で入院待機や自宅療養となっ
た者の生命を守ることに寄与することとなるため。

3 一括承認基準の該当
　の有無

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

類型なし 該当なし

2 業務の概要

1 内　容

新型コロナウイルス感染症陽性者ホテル療養や酸素ステーションで使用され
ている「完全非公開型医療介護ネットワークシステム（以下「LAVITA」とい
う。）を用い、新型コロナ自宅療養者の健康状態について健康観察を委託す
る地域の医療関係者と情報を共有し、適切に必要な医療につなぐことができ
るよう電子計算機の結合を行う。

2 対象者等

健康推進課

6 取り扱う個人情報

電子計算機と結合するもの 理　　　由

本システムの利用を承諾した患者の状況等のやり取り
であり、別表のとおり。

医療関係者と区が情報共有すること
により、自宅待機者、自宅療養者の
区民がより良い医療が受けられるた
め。

資料６



別表

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

医
療
介
護
情
報

　基礎疾患

　病状経過

　使用している薬剤

　医療検査データ

　その他、医療介護関係者の連携に必要となる情報

基
本
情
報

　氏名

　性別

　生年月日

　年齢

　住所

　電話番号

　家族等の状況

取り扱う個人情報

（資料６）別紙



2 業務の概要

1 内　容
死産届に関する情報について、健康推進課（長崎健康相談所）が情報提供を
受ける。

2 対象者等

4 収集方法

　総合窓口課に届出された死産届から死産情報を基幹システムの共有Sドライ
ブに貼付し、健康推進課にその都度メールで連絡する。健康推進課は、共有S
ドライブから死産情報を抽出し、総合保健福祉システムの（健康管理システ
ム）に情報処理する。

死産届（死産の届出に関する規程（昭和21年厚生省令第42号第4条第1項、第2
項、第4項）により、父母等が市区町村長へ提出する届出）年間約50件

3 収集先 総合窓口課

諮問資料（目的外利用）
令和3年9月7日

　各母子保健施策を行うにあたって、妊産婦（死産の場合を含む）等への切
れ目のない適切な支援を実施するため。
　「母子保健施策のための死産情報の共有について（依頼）」（令和2年11月
20日厚生労働省子ども家庭局母子保健課長・同省統計管理官）により、
「（死産届を受理する課）においては、母子保健担当課の求めに応じて、死
産届に関する必要な情報共有に努め」るよう依頼があったため。

3 一括承認基準の該当
　の有無

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

類型なし 該当なし

5 理　由

健康推進課・長崎健康相談所

1 件　　名 死産届に関する個人情報の目的外利用

7 目的外利用する時期
　及び期間

本審議会承認後、直ちに利用開始できるように作業を開始する。

4 過去の類似案件 なし

5 諮問理由
　各母子保健施策を行うにあたって、妊産婦（死産の場合を含む）等への切れ目のない適切
な支援を実施するため。

6 取り扱う個人情報

利用するもの 理　　　由

母親の氏名、住所、生年月日、年齢
対象者を抽出するため
　名簿出力上、必要なため

死産があった年月日、届出日 対象者を抽出するため

単胎・多胎の別 妊娠継続を確認するため

資料７



死産届に関する個人情報の目的外利用 フロー図 

区民（妊産婦）死産届 届出 

総合窓口課 

基幹システム 

共有 Sドライブに 

死産情報データ貼付 

※作業終了後、健康推進課にメールで連絡 

健康推進課 

基幹システム 

共有 Sドライブより 

死産情報を抽出 

↓ 

総合保健福祉システム 

（健康管理システム）に情報処理 

健康推進課・長崎健康相談所 

総合保健福祉システム 

（健康管理システム） 

死産情報を目的外利用 

行政情報公開・個人情報保護審議会

3.9.7池袋保健所健康推進課・長崎健康相談所















　　有

令和3年9月7日

健康推進課

対象者の病状変化を早期に察知
し、適切な医療につなぐため。

①氏名 ②性別 ③生年月日 ④住所 ⑤電話番号 ⑥家庭
環境 ⑦健康状態 ⑧緊急連絡先

再委託の内容　電話による健康観察

　　個人情報を紙媒体で提供する委託

　　無

1 件　　名 新型コロナウイルス感染症患者等の健康観察業務委託

2 業務の内容

新型コロナウイルス感染症患者等に対する電話による健康観察

1 内　容
区内で入院待機や自宅療養となった新型コロナウイルス感染症患者に対する
電話による健康状態の観察および状態悪化時の医療調整。

2 対象者・
 取扱件数等

新型コロナウイルス感染症患者で入院待機中の者および状態観察が必要な自
宅療養者。　約３０人／日

3 理由・
  効果

自宅療養者等の状態変化に２４時間対応が可能となり、必要に応じ往診医の
調整や救急要請を行い、生命を守ることができる。

取り扱う個人情報及び収集並びに提供するもの 取り扱う理由

1 区が収集して事業者に提供するもの

　　電子計算組織による個人情報のセキュリティ対策

　　個人情報の保管場所の管理体制

　区の施設外へ電磁的記録による個人情報を外部記憶媒体の移送、又はインターネット
　通信回線等による送信その他の方法で提供して電算処理を行う委託

　受託者が守るべき事項

　　個人情報の保管場所の管理体制

（2）受託者が守るべき事項 　　取り扱う個人情報の管理

8 委託の時期 　　　年　月　日～　　年　月　日　 　　    令和３年８月３１日から継続

　　取り扱う個人情報の管理

3 業務の再委託

6 審議会事前一括承認
  基準の該当性

　　業務委託に関する審議会事前一括承認基準（平成12年12月22日 12答申第1号）

   ※類型　17　に該当

　　無

7 委託先 豊島区歯科医師会

再委託先　豊島区看護師会

5 守るべき事項の
  該当性

1 個人情報保護の管理責任体制

　　プライバシーマーク使用許諾事業者

業務委託報告資料

（1）所管課が確認すべき事項 　　電子計算組織による個人情報のセキュリティ対策

　　所管課により確認

2 取り扱う個人情報のセキュリティ対策

2 事業者が収集するもの

①健康状態

　　取り扱う個人情報の管理

　　区の施設で電算処理を行う委託

　受託者が守るべき事項 　　個人情報の保管場所の管理体制

3 取り扱う個人情報

4 収集禁止事項の有無 　　有（類型　　　で取り扱う個人情報に含まれる）

報告１
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別紙１ 

個人情報 特記事項 

（基本的責務） 

第１条 新型コロナウイルス感染症患者等の健康観察業務の受託事業者（以下「乙」と

いう。）は、個人情報の保護に関する豊島区（以下「甲」という。）の施策に協力すると

ともに、個人情報の保護の重要性を認識し、受託業務の処理に当たって個人情報を取り

扱うときは、個人の権利利益を害することのないよう最大限配慮し、本個人情報特記事

項を遵守しなければならない。 

（取り扱う個人情報の範囲等） 

第２条 乙は、受託業務の処理に当たっては、次に掲げる個人情報に限り取り扱うことが

できるものとし、当該個人情報以外の個人情報の収集、保有、使用その他の取扱いをし

てはならない。 

 (1) 受託業務の処理のために甲から提供される次の個人情報 

  ア 氏名 

  イ 性別 

  ウ 生年月日 

  エ 住所      

  オ 電話番号 

カ 家庭環境 

  キ 健康状態（基礎疾患、病状経過） 

  ク 緊急連絡先 

 (2) 受託業務の処理のために収集する次の個人情報 

  ア 健康状態 

  イ その他受託業務の処理のために必要となる個人情報で、収集に当たって事前に甲

と協議し、甲の承認を得たもの 

 ２ 乙は、受託業務に係る個人情報を取り扱う作業責任者及び作業従事者の氏名を、あら

かじめ甲に報告しなくてはならない。変更するときも、同様とする。 

（受託業務に従事する者の義務） 

第３条 受託業務に従事している者又は従事していた者は、受託業務に関して知り得た個

人情報を漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。受託業務終了後も同様と

する。 

（セキュリティ対策の整備義務） 

第４条 乙は、取り扱う個人情報の安全確保を図るための管理体制を整備しなければなら
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ない。特に、受託業務を電子計算機により処理する場合は、不正アクセスやコンピュー

タウイルス等による個人情報の盗用、破壊、漏えい、改ざん等に対する防御対策を講じ

なければならない。  

２ 乙は、受託業務に従事している者に対して、個人情報保護及び情報セキュリティに 

関する研修又は教育を実施しなければならない。 

（目的外利用の禁止） 

第５条 乙は、第２条第１項各号に掲げる個人情報（以下「取り扱う個人情報」という。）

を受託業務の目的以外の目的で利用してはならない。 

（外部提供の制限） 

第６条 乙は、取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、区民等の福 

祉の向上のために特に必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたとき 

は、この限りでない。 

２ 乙は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、あらかじめ、提供先の名称、提

供先の利用目的、利用方法、利用期間等を甲に通知しなければならない。 

（再委託の制限） 

第７条 乙は、受託業務の処理を第三者に再委託してはならない。ただし、受託業務の 

処理上必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、受託業務の

一部を再委託できるものとする。 

２ 乙は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、再委託先の名称、再委託する理

由、再委託して処理する内容、再委託において取り扱う情報、再委託先における安全性

及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした

上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得なければ

ならない。 

３ 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲

に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

４ 乙は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続き方法に

ついて具体的に規定しなければならない。 

５ 乙は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を監督すると

ともに、甲の求めに応じて、監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。 

（複写又は複製の制限） 

第８条 乙は、取り扱う個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、受託業務の

処理上必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、この限りで

ない。 
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（持ち出しの制限） 

第９条 乙は、取り扱う個人情報を事業所内から持ち出しをしてはならない。ただし、委 

業務の処理上必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、この限 

りではない。この場合は、持ち出し記録（持ち出し事由・日時・返却日時・担当者等） 

を作成し、保管場所の確認を行わなければならない。 

（資料等の返還義務） 

第１０条 乙は、受託業務が終了したときは、取り扱う個人情報が記録された資料（第８

条で規定する「複写又は複製したもの」を含む。）等を、速やかに、甲に返還しなけ

ればならない。ただし、資料等の返還が困難であると認められる場合において、甲の

承認を受けたときは、当該資料等を廃棄できるものとする。 

 ２ 乙は、前項ただし書の規定により廃棄するときは、当該資料等が第三者の利用に供 

されることがないよう、物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必

要な措置を講じなければならない。 

 ３ 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じ

なければならない。 

 ４ 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及

びその内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。 

（個人情報の取扱状況の報告） 

第１１条 乙は、契約履行中において、個人情報の取扱いの遵守状況について「個人情報特

記事項の遵守に関する報告書」により甲に報告しなければならない。 

（監督に応じる義務） 

第１２条 甲は、委託業務の処理において、取り扱う個人情報の安全管理が図られるよ

う、乙に対する必要かつ適切な監督を行うものとし、乙はこれに応じなければならな

い。 

（施設等の立入検査又は調査に応じる義務） 

第１３条 甲は、個人情報の保護のため必要があるときは、委託業務を処理する施設等の

立入検査及び調査を行うことができるものとし、乙はこれに応じなければならない。 

（監査に応じる義務） 

第１４条 甲は、委託業務の処理に関し、必要に応じて監査を行うことができるものと

し、乙はこれに応じなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第１５条 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事
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故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報

の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を報告し甲の指示に従わなければならな

い。 

２ 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、

証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊

急時対応計画を定めなければならない。 

３ 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当

該事故に関する情報を公表することができる。 

（契約解除） 

第１６条 第２条から前条までの規定に違反する行為があったときは、甲は契約を解除す

ることができる。 

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対し

て、その損害の賠償を請求することはできない。 

（損害賠償） 

第１７条 第２条から第１５条までの規定に違反する行為によって、甲が損害を受けたと

きは、乙はその損害を賠償しなければならない。受託業務が終了した後も同様とする。 

（罰則） 

第１８条 正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された豊島区個人情報

等の保護に関する条例（平成１２年豊島区条例第３号。以下｢条例｣という。）第２条第１

項第４号アに係る個人情報ファイルを提供したときは、条例第４６条又は第４８条の規

定に基づき、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。 

(1) 受託業務に従事している者又は従事していた者  

２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金 

(2) 業務を受託した法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含

む。以下同じ。）又は人  

１００万円以下の罰金 

第１９条 受託業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を

図る目的で提供し、又は盗用したときは、条例第４７条又は第４８条の規定に基づき、

次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。 

(1) 受託業務に従事している者又は従事していた者 

 １年以下の懲役又は５０万円以下の罰金  

(2) 業務を受託した法人又は人 

 ５０万円以下の罰金 



新型コロナウイルス感染症患者等の状態観察業務委託 個人情報の流れ 

健康推進課 感染症グループ 

② 了承 

⑤体調悪化時の健康相談（随時） 

① 疫学調査 

委託事業者による健康観察の説明 

③ 健康観察業務依頼書を送付 

④電話による健康観察 及び緊急

時対応（24 時間） 

⑥個人情報の返還、業務報告提出

新型コロナ自宅療養者等 区 委託業者 

個人情報 

氏名 

性別 

生年月日 年齢 

住所 

電話番号 

家庭環境 

健康状態 

緊急連絡先 

業務報告書 

個人情報 


